




掲載期間：令和6年10月21日～令和7年2月28日
責任箇所：長門市経済産業部

長門市AIデマンド交通

電話かWEBで利用時間
の1時間前までに予約
※初回ご利用の際は
運行事業者に登録の

お電話をお願いします。

ご自宅付近から乗る場合は
ご自宅付近でお待ちください。

公共施設・商業施設等は掲示物の
付近でお待ちください

名前もしくは予約番号を伝えて乗車
降車時に運賃をお支払いください

運行日 月曜日～金曜日 年末年始（12月29日～1月3日）は運休です

運行時間 ◆湯本地区→市街地 【1便】8:00頃 【2便】9:00頃 【3便】10:00頃 【4便】12:00頃
◆市街地→湯本地区 【1便】11:00頃 【2便】14:00頃 【3便】16:00頃

運賃

◆片道

大人（市街地区内） 300円 （小学生以下 １００円)

大人（市街地→湯本地区） 500円 （小学生以下 150円）

※保護者同伴の未就学児は無料
※身体障害者手帳、療育手帳まあは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
及びこれらの者を介助する者は半額

予約方法

電話予約
WEB予約
JR西日本公式アプリ「WESTER」
ご利用日の７日前～ご利用当日の利用時間１時間前まで受け付けています
WEB・WESTERアプリからのご予約は24時間受付可能です。ご利用当日の利用時間１時間前まで

[デマンド交通に関する問い合わせ先]長門市経済産業部 地域交通対策班 0120-39-2030

長門市街地区(湯本ルート)

予約 待ち合わせ 乗車

■WEB予約はどのようにしますか？
初回ご利用の場合、まずは運行事業者に登録のお電話をお願いします。（以前にご利用され、登録されている方は不要です）
WEB予約は以下記の二次元コードを読み取ってご予約してください。（操作画面はP2に記載）
※JR西日本のおでかけアプリWESTERの「予約」→「配車予約サービス」から予約することも可能です。

よくある質問

■「湯本ルート」では令和6年10月21日より

従来の電話予約に加えWEB予約が可能となりました！

WEB予約はこちら
※Apple、Appleのロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

WESTERダウンロードはこちらから

電話受付
（予約/初回利用）

[問合せ可能時間] 平日9時～17時

冨士第一交通 0120-39-2030
上記の運行事業者にお電話お願いします。名前、住所、電話番号等を確認させていただきます



場所番号

おもな施設一覧

お買い物 病院 公共施設 その他

ゆめマート板持店 斎藤医院 長門市役所 長門湯本駅

JA山口県Aコープ長門店 長門総合病院 長門税務署 長門市駅

フジ長門店 長門市中央公民館 山口銀行長門支店

ホームプラザナフコ長門店

アルク長門店

WEB予約方法 ※下記はWESTERの操作イメージです

※WEB予約で自宅付近の場所を選択する場合
「場所番号名」から選択していただきます。

（例）「湯本１００」等
場所番号名が不明の場合は運行事業者にお問い合わせください

■電話予約の場合、予約方法はこれまでと変わりません。運行事業者へお電話をお願いします。







山陰線 粟野川橋りょう復旧工事の進捗状況について 

長門市 

人丸 
長門粟野 

阿川 

滝部 

小串 

運転再開区間 
滝部～小串 
15.1km 

運転再開区間 
長門市～人丸 

13.9km 

粟野川橋りょうを 
含む区間 
人丸～滝部 
21.6km 

★ 
山陰線 

被災区間 

長門市～小串 

50.6km 

（69箇所） 

粟野川橋りょう 

6/22に運転再開
している区間 

粟野川橋りょうを 

含む区間 

⑤ 

【被災メカニズム】 

過去最大の時間雨量を記録 

①急激な河川水位の上昇 

②激しい水流による河床の侵食 

③コンクリート矢板の流出 

④地盤材料の流出 

⑤支持地盤の消失により 

  橋脚が沈下・傾斜 

下流側 上流側 
橋脚 

橋脚 下流側 上流側 

① 

③ 

② 

④ 

コンクリート矢板 

支持地盤 

河床 

基礎 

山 

陰 

線 

２ 



山陰線 粟野川橋りょう復旧工事の進捗状況について 

・復旧工事は順調に進捗 

・橋桁の損傷度合いを調査 

2025年中の復旧を目指す 

・橋脚の新設 

・橋桁の再架設 

 

今後 

状況 

（12/3 粟野川橋りょう復旧工事の様子） 

（12/3 傾斜した橋脚の状況） 

橋桁の再利用が可能なら・・・ 

３ 



中国運輸局

1
（令和6年12月2日現在）

日本版ライドシェアの許可を受けたが現在は運行予定のない地域

今回、新たに日本版ライドシェアの許可を受けた地域

日本版ライドシェアを現に運行している地域

日本版ライドシェアの運行を準備している地域

中国地方における日本版ライドシェアの導入状況

岩国
交通圏



中国運輸局

【タイプ１】 配車アプリのデータに基づき不足車両数を算定し、自家用車活用事業を行う地域（大都市部）
東京、横浜、名古屋、京都、札幌、仙台、さいたま、千葉、大阪、神戸、広島、福岡（12地域）

【タイプ２】 その他の地域 （大都市部以外）
簡便な方法※により不足車両数を算定し、タクシー事業者に実施意向がある場合は実施が可能

※金曜日・土曜日の16時台から翌５時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該地域のタクシー車両数の
５％を不足車両数とみなす。

※ただし、自治体が特定の曜日、時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合は、その内容を不足する曜
日、時間帯及び不足車両数とみなす。

日本版ライドシェア（自家用車活用事業）とは

2

⚫地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和６年３月、タクシー事業者の管理の下で、地域の自
家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする自家用車活用事業を創設

⚫タクシー配車アプリデータ等を活用して、営業区域ごとにタクシーが不足する時期、時間帯及び不足車両数
を特定



R８年度・・・R７年度R７年1～3月

「交通空白」解消に向けた今後の流れ

アップデートガイダンス（仮称）
「交通空白」の見える化 など

民間の技術・サービスの導入
（官民連携プラットフォーム）

運輸局・支局による
伴走支援（他地区展開など）

何らかの対応が必要な「交通空白」
のリストアップ

【合意形成・方針決定・準備など】（年内）
地域公共交通計画への位置付けなど

地
域
の
足

【実証・実装】
取組の実施

〇 このため、「交通空白」解消本部において、令和７年度～９年度の３カ年を「交通空白解消・集中対策期間（仮
称）」とし、自治体や交通事業者による個々の「交通空白」解消の取組を促し、国も、これを総合的に後押しする。

〇地域の足については、全国各地の自治体等において、何らかの対応が必要とされる「交通空白」のリストアップ作業を促
し、当本部においてとりまとめを行う。

〇観光の足については、地方誘客をより一層推進する観点から、各地域の観光ニーズに対応した二次交通の確保・充実を
進める。

〇その際、解消本部において、その進捗を毎年度フォローアップする。

立ち上げに対する
財政支援

「交通空白」
の現況把握

依頼
解消本部

「交通空白」の集計（第1回） 等

解
消
本
部

各地の取組状況を
把握

幹事会等
中間集計 解消本部

フォローアップ

【実証・実装】 取組の実施【合意形成・方針決定・準備等】

「交通空白」のリストアップ
（改訂）

必要に応じて、有識者アドバイザーとの意見交換を実施

「交通空白」解消・集中対策期間（R7年度～R９年度）

国による総合的な後押し

観
光
の
足

【合意形成・方針決定・準備等】

何らかの対応が必要な交通結節点のリスト更新

【実証・実装】 取組の実施 【実証・実装】
取組の実施【合意形成・方針決定・準備等】

何らかの対応が必要な交通結節点のリスト更新

タクシー及び日本版/公共
RSの運用改善 23



第２章 日本創生のための具体的施策

第１節 日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～

２．新たな地方創生施策（「地方創生２.０」）の展開～全国津々浦々の賃金・所得の増加に向けて

（３）地域の生活環境を支える基幹産業等の活性化

（物流・交通）
（略）
地域交通の利便性、生産性及び持続可能性を高めるため、地域交通のリ・デザインに係る取
組を全面展開する。

「交通空白」の解消 に向け、市町村やＮＰＯ法人が自家用車を活用して提供する有償の旅客
運送である「公共ライドシェア」、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバー
を活用した運送サービスである「日本版ライドシェア」の導入を総合的に後押しする。併せて、官民の
連携により「交通空白」に係る共通課題を解決するためのパイロット・プロジェクトを展開すること等
によって、「地域の足」及び「観光の足」の確保に取り組む。
ＭａａＳ 等の交通サービスの高度化、モビリティ・データの活用等の地域交通を維持・活性化

する取組を支援する。全都道府県における自動運転移動サービスの事業化を後押しする自動
運転大型バスやタクシー等の社会実装、キャッシュレス化等の交通ＤＸ、旅客運送事業者の人
材確保、ローカル鉄道の再構築に向けた取組等を支援する。

（略）

【施策例】
（略）
・「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開（国土交通省）

（略）

令和６年度 新たな総合経済対策（令和６年11月22日閣議決定）

24



令和6年度補正予算案：「交通空白」解消等に向けた
地域交通のリ・デザインの全面展開

令和６年度補正予算額
３２６億円（令和６年度当初予算額：２１４億円）
・社会資本整備総合交付金（地域交通関係）：３７億円
・鉄道施設総合安全対策事業費：６９億円の内数
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業：１５８億円の内数

〇地域交通は「地方創生の基盤」。地域のバス・鉄道の減便・廃止や運転者の不足等により、地域住民の移動に不便が生じているという現状の改
善や、我が国成長のエンジンである観光需要の地方誘客に向けた観光二次交通の確保は、待ったなしの課題。

〇「交通空白」解消に向け、「地域の足」「観光の足」の確保を強力に進めるとともに、デジタル技術も活用し、地域のあらゆる関係者が参画した連
携・協働の取組を進め、地域交通の「リ・デザイン」を全国的に展開。

■ 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト
喫緊の課題である「交通空白」の早期解消等に向け、
・ 「交通空白」の課題がある自治体において、都道府県が先導する場合も含め、
公共/日本版ライドシェア導入等を総合的に後押し
（調査・計画策定・合意形成、実証運行に係る車両・システム・運行費等の支援）

・地域の多様な主体の連携・協働による「共創」実証運行、MaaSの広域化等支援

・「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」 パイロットプロジェクト推進
（官民連携、地域間連携、モード間連携の広域的解決モデルを横展開）

「交通空白」の解消・多様な関係者の連携・協働等による持続可能な地域交通への進化

地域公共交通の維持・確保等
■生活の基盤となる地域公共交通の維持確保等■生活の基盤となる地域公共交通の維持確保等

離島航路、離島航空路、地域内フィーダー系統の欠損額増大に対する支援
バリアフリー対応車両導入や施設整備等、公共交通機関のバリアフリー化支援

地域鉄道における安全対策（鉄道施設総合安全対策事業費等）
安全に問題があるバス停の移設等

観光の足：「おにタク」

地域の足：「かなライド」

（参考）石破総理所信表明演説（令和６年10月４日）
地域交通は地方創生の基盤です。全国で「交通空白」の解消に向け、移動の足の確保を強力に進めます。

■ローカル鉄道再構築
再構築に向けた協議の場の設置、調査・実証事業を支援

■地域公共交通再構築（社会資本整備総合交付金）
地域交通ネットワーク再構築に必要なバス・鉄道施設整備支援

■EV車両・自動運転車両等の先進車両導入支援

■交通DX・GXによる省力化・経営改善支援
配車・運行管理システムの導入・共通化、
キャッシュレス決済の導入等支援

■自動運転の社会実装に向けた支援
自動運転大型バス等への支援を強化

■交通分野における人材確保支援
２種免許取得、採用活動等、人材確保を支援

クレカタッチ決済

■訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（観光庁予算）
訪日外国人旅行者の「観光の足」確保に向け、
・公共/日本版ライドシェア等活用による観光地の二次交通の高度化
・乗場・待合環境整備等の二次交通へのアクセスの円滑化

等

EVバス充電施設の設置

軌道強化による高速化

自動大型運転バス
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令和６年度補正予算案
「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト

デジタル技術等も活用し、官民共創（自治体・交通事業者間の連携・協働）、交通事業者間共創（複数事業者・モード間の連携・協働）、
他分野共創（医療・教育・エネルギーなど交通以外の分野との垣根を越えた連携・協働）により取り組む事業や共創を支える仕組みづくりを
支援 等

２.共創モデル実証運行事業

○ 「交通空白」の早期解消に向け、公共・日本版ライドシェア
等を活用した多様な関係者の連携・協働による取組等、
「地域の足」確保を総合的に後押し。

○ あわせて、「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」に
おける取組を踏まえつつ、官民連携、地域間連携、モード間
連携による一斉解決モデルを横展開。

３.日本版MaaS推進・支援事業 ４.モビリティ人材育成事業

自治体が、「交通空白」解消に向け、 公共ライドシェア・日本版ライドシェアやAIデマンド、乗合タクシー導入等に新たな取
組む場合、都道府県が先導する場合も含め、立ち上げに要する費用を支援。

＜主な要件＞
１）従前から開始されているサービスの継続・拡充ではないこと（新規性）
２）地域公共交通計画に現に位置づけられていること、又は、位置づけられる見込みがあること

＜補助対象＞ 都道府県、市町村、交通事業者 等
＜支援内容＞ 調査・計画策定・合意形成、実証運行に係る車両/システム導入・運行費等
＜補助率＞ 500万円まで定額、500万円超部分は２／３ 等

１.「交通空白」解消緊急対策事業

輸送モード類型

予算成立を前提

「『交通空白』解消・官民連携PF」
パイロットプロジェクト

交通空白に係る共通のお困りごとについて、全国各地での一斉解消を目指し、
参加企業・団体と自治体・交通事業者が取り組む先導的モデルに係る実証事業

日本版ライドシェアによる
買物や通院・通勤等への対応

＜補助率＞ A. 中小都市、過疎地など 500万円まで定額、500万円超部分は２／３
B. 地方中心都市など ２／３
C. 大都市など １／３ 等 ※4.については定額 26



【補助対象】 自治体・DMO、交通事業者等

【支援内容】
①日本版/公共ライドシェア導入
：インバウンド対応配車アプリ導入、車両確保・改造等

②レンタカー貸渡の省人化、共同施設送迎の活用
：車両購入、システム開発、端末購入・設置等

③円滑な地域内移動・周遊のためのシステム整備等（観光MaaS）
：システム改修、利用啓発等

【補助率】 2/3

令和６年度補正予算案
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

○ インバウンドの地方誘客を一層強力に進める上で、二次交通の確保は不可欠の課題。
○ 交通手段の不足が観光による地方創生の足かせとならぬよう、公共交通事業者等が行うインバウンドの「観光の足」確
保を強力に進め、観光分野における地方の潜在能力を最大限引き出す。

多言語対応、キャッシュレス決済の普及や、観光車両導入等、インバウンドの地方誘客を支える公共交通機関における
受入環境整備

「地方ゲートウェイ」から観光地までのアクセ
ス手段を繋ぐ乗り場環境等により、 二次交
通へのアクセス円滑化・利便性向上

インバウンド誘客に新たに取り組む地方部等において、「日本版・公共ラ
イドシェアの導入」等により、観光地における二次交通確保

地方への誘客・ストレスフリーな旅行環境のための機能強化

【補助対象】 交通事業者等

【支援内容】
インバウンドへの案内機能等を備えた

乗り場の設置 等

【補助率】 1/3

【補助対象】 交通事業者等
【補助率】 1/3 等

予算成立を前提

地方ゲートウェイの刷新観光地における二次交通の高度化

観光客向け
公共ライドシェア

列車降車時にタクシー
を手配する仕組み

旅館送迎車両の活用 インバウンド対応した案内・アクセスしやすい乗り場
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高速バス福岡～長門湯本温泉線「おとずれ号」 

運行曜日の変更について 

平素より高速バス福岡～長門湯本温泉線「おとずれ号」をご利用

いただきまして誠にありがとうございます。 

2024年 12月 2日より、下記の運行カレンダーの通り運行いたし

ます。 
記 

 

 

 

 

 

お知らせ 

■お問い合わせ 

西鉄お客さまセンター（050-3616-2150） 

西日本鉄道株式会社  

 

２０２４年１１月１日 

運行時刻等は変更ございません。 

2025年 3月以降の運行カレンダーは、別途お知らせいたします。 


